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第1章　奨学金申込方法

この章は、奨学金の申込方法について説明しています。

学校担当者による推薦方法については、｢第２章　生徒の申込内容の確認、

成績入力及び推薦者の確定｣をご参照ください。

なお、説明どおりに画面が進まない場合は、｢第３章　パソコン・ネットワークの設定

について｣をご参照ください。

1．1 本機構の｢スカラネット｣用ホームページにアクセス

第1章 奨学金申込方法

画面1-1-a(｢申込用トップページ｣画面)

①
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第1章　奨学金申込方法

｢奨学金業務システム｣の｢スカラネット｣用ホームページアドレス(URL)

　https://www.sas.jasso.go.jp/

にアクセスしてください。

｢申込用トップページ｣画面1-1が表示されます。

画面が縮小されている場合は、画面右上の    最大化ボタンで画面を大きくしてから　　

入力を始めると便利です。

① 奨学金の申込の前に確認する必要のある事項が表示されます。

　 各事項について、理解している場合は｢はい｣、理解していない場合は｢いいえ｣を選択

　 してください。

　 (注) 各事項について理解していない場合は、奨学金の申込を行うことができません。

② 奨学金の申込の｢送信｣ボタンを押してください。

｢セキュリティの警告｣メッセージが表示された場合は｢OK｣ボタンを押してください。

これ以降の画面で入力された情報はセキュリティで保護されます。

(注) ブラウザ内の設定によっては｢セキュリティの警告｣メッセージが表示され

 　　ないことがありますが、その場合も情報はセキュリティで保護されます。

 　　｢セキュリティの警告｣メッセージはご使用のブラウザによって表示が異なる

 　　場合があります。

画面1-1-b(｢申込用トップページ｣画面)

①

②

画面1-2
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第1章　奨学金申込方法

1．2 ユーザIDとパスワード(奨学金申込者識別番号)の入力

この画面から入力内容がセキュリティで保護されます。

・ユーザID　： 学校番号

・パスワード： 生徒申込用パスワード(英字・数字で構成)

を入力してください。

(注1) 英字・数字とも半角、英字は大文字と小文字が区別されています。

(注2) キーボード右上のCaps Lock が点灯している場合は大文字、消えている場合は

　 　 小文字入力となります。

　 　 　　　キーを押しながら       　キーを押すと切り替わります。

　 　 (使用しているOS(オペレーティングシステム)などによりCaps Lock表示の有無・位置

　 　 やキー操作が異なる場合があります。)

画面1-3

学生用奨学金申込パスワード学校番号
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第1章　奨学金申込方法

＜補足説明＞

 

パスワード入力を連続して3回ミスした場合、メッセージが表示され、

｢トップページ｣画面に戻りますので画面右上の   　 ボタンで終了してください。

パスワードを確認後、申込みをし直してください。

画面1-4のメッセージがすぐに終了しない場合は、画面1-4右上の   　 ボタンで

画面を閉じてください。

画面1-4

画面1-5(｢申込用トップページ画面｣)
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第1章　奨学金申込方法

1．3 確認書兼同意書の提出

① ｢確認書兼同意書の提出｣画面で、規定等の確認が必要です。

　 (注) 給付奨学金を申込む場合は、｢確認書兼同意書｣を｢給付奨学金確認書｣に、

　  　  ｢貸与申込条件等｣を｢給付申込条件等｣に読み替えてください。

② 規定等の確認後は、｢送信｣ボタンが活性化します。

③ ｢提出しました。｣を選択し、｢送信｣ボタンを押すと、次画面に進みます。

④ ｢提出していません。｣を選択し、｢送信｣ボタンを押すと、画面1-8が表示され、

　 終了します。

画面1-6

②

④

③

①
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第1章　奨学金申込方法

＜規定等(保証委託約款を含む)＞

｢規定等を表示｣ボタンを押すと、｢規定等(保証委託約款を含む)｣画面1-7が表示されます。

規定等(保証委託約款を含む)画面を表示するためには、Adobe Readerという

無償のソフトウエアが必要です。

＜確認書兼同意書を提出していない場合＞

｢提出していません。｣を選択し｢送信｣ボタンを押した場合、 メッセージが表示され

終了します。

｢確認書兼同意書｣を提出し、申込みをし直してください。

画面1-7

画面1-8
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第1章　奨学金申込方法

1．4 課程の選択

＜専修学校(高等課程)の場合＞

専修学校の場合、申込みを行う｢課程(専門課程、高等課程)の選択｣画面が表示されます。

｢専修学校(高等課程)｣を選択してください。

画面1-9
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第1章　奨学金申込方法

＜高等学校の場合＞

高等学校(中等教育学校、特別支援学校を含む。以下同じ)の場合は、ユーザIDと

パスワードを入力後、｢課程の選択｣画面ではなく｢1.5　申込奨学金の選択｣画面1-10が

表示されます。

＜高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者の場合＞

高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者、大学入学資格検定合格者の場合は、

ユーザIDとパスワードを入力後、｢課程の選択｣画面ではなく｢1.5　申込奨学金の選択｣

画面1-12が表示されます。

＜高等専門学校の場合＞

高等専門学校の場合は、ユーザIDとパスワードを入力後、｢課程の選択｣画面ではなく

｢1.5　申込奨学金の選択｣画面1-13が表示されます。
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第1章　奨学金申込方法

1．5 申込奨学金の選択

＜高等学校の場合＞

① 高等学校用の画面であることを確認してください。

② ｢(a)国内の大学等への進学予定者｣のボタンをクリックし、

③ ｢送信｣ボタンを押してください。

(注) 申込奨学金の訂正はできません。

　　 申込奨学金の選択を間違えた場合は、申込みをし直してください。

＜専修学校(高等課程)の場合＞

① 専修学校(高等課程)用の画面であることを確認してください。

② ｢(a)国内の大学等への進学予定者｣のボタンをクリックし、

③ ｢送信｣ボタンを押してください。

(注) 申込奨学金の訂正はできません。

　　 申込奨学金の選択を間違えた場合は、申込みをし直してください。

③

②

①

画面1-10

③

②

①

画面1-11
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第1章　奨学金申込方法

＜高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者の場合＞

① 高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者用の画面で

　 あることを確認してください。

② 予約採用のボタンが選択されていることを確認し、

③ ｢送信｣ボタンを押してください。

＜高等専門学校の場合＞

① 高等専門学校用の画面であることを確認してください。

② 予約採用のボタンをクリックし、

③ ｢送信｣ボタンを押してください。

(注1) 高等専門学校の場合は、給付奨学金の予約申込みのみできます。

  　  貸与奨学金の予約申込みはできません。

(注2) 申込奨学金の訂正はできません。

 　　 申込奨学金の選択を間違えた場合は、申込みをし直してください。

画面1-12

③

②

①

③

②

①

画面1-13
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第1章　奨学金申込方法

1．6 マイナンバー提出用申込IDとパスワードの入力

平成30年度に実施する大学等奨学生採用候補者の選考から、原則として

｢マイナンバー｣を利用することとしています。

そのため、｢マイナンバー提出書｣に印字されている申込IDとパスワードを

入力してください。

画面1-14
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第1章　奨学金申込方法

＜補足説明＞

申込IDとパスワードの入力を連続して3回ミスした場合、メッセージが表示され

終了します。

｢マイナンバー提出書｣に印字されている申込IDとパスワードで既に申込が完了している

場合、メッセージが表示されます。同じ申込IDで複数回申込むことはできません。

画面1-15-(a)

画面1-15-(b)
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第1章　奨学金申込方法

1．7 ｢Ａ− 日本学生支援機構奨学金の案内｣・｢Ｂ− 誓約欄｣

① 誓約欄の誓約日付は和暦で入力してください。

　 ※誓約日は送信後に訂正することができませんので、送信前に確認してください。

② 漢字氏名を入力する際に、漢字によっては正しく表示されない場合があります。

　 適宜類似の常用漢字・全角カナ等を使用して入力してください。

③ 生年月日を和暦で入力してください。

④ 全項目を入力後｢送信｣ボタンを押してください。

一つの入力箇所から、次の入力箇所に移動するには、　　　キーを使用すると便利です。

入力内容を確定させる場合以外に　　　　キーを押すと｢送信｣ボタンと同じ役割を

するため、全ての入力が終了していないと、画面1-17のようにエラーとなります。

画面1-16

④

③

②
①

申込画面は7画面(1／7〜7／7ページ)に分割されています。

高等専門学校の場合は、6画面(1／6〜6／6ページ)に分割されています。
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第1章　奨学金申込方法

＜エラー表示画面＞

入力漏れや入力ミスが発生した場合は、即座にエラー箇所がわかるように、先頭に

エラー項目内容が表示され、エラー項目が赤字にかわって表示されます。

エラー項目内容を参考に①訂正が必要な項目を修正し、②｢送信｣ボタンを押して

ください。

(注) 次の画面に進んだ後に入力項目の間違いに気付いた場合は、全7ページの申込項目

 　　入力終了後、内容確認の｢奨学金申込情報一覧｣画面から各項目に戻って修正して

 　　ください。

 　　｢奨学金申込情報一覧｣画面から戻ってきた際には、次のように表示が変わります。

画面1-17

エラー項目内容の表示

エラー項目の文字は赤色にかわります。

②

①
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第1章　奨学金申込方法

1．8 ｢Ｃ− 奨学金申込情報｣

 
＜高等専門学校以外の場合＞

　

画面1-18

①

②

③

Ｂ

④

⑤

⑥

Ａ
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第1章　奨学金申込方法

＜高等専門学校の場合＞

① 給付奨学金の希望について選択してください。

給付奨学金の申込期間終了後は、以下のように表示されます。

② 貸与奨学金の希望について選択してください。

③ ②｢貸与奨学金の希望｣で｢第一種と第二種の併用貸与が第１希望です。｣を選択した

　 場合は、優先する奨学金の入力欄が活性になります。

　 併用貸与不採用となった場合に優先して希望する奨学金を選択してください。

④ 入学時特別増額貸与奨学金を希望する人は、｢はい｣を選択後に、希望する額を選択

　 してください。

　 (注) ②｢貸与奨学金の希望｣で｢希望しません。｣を選択した場合は、

　  　  入学時特別増額貸与奨学金を希望することができません。

⑤ 第二種奨学金または入学時特別増額貸与奨学金を希望する人は、利率の算定方法を

　 選択してください。

⑥ 必要な項目をすべて選択後、｢送信｣ボタンを押してください。

画面1-19

①

⑥
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第1章　奨学金申込方法

＜Ａ：第一種奨学金についての説明＞

⑦ 第一種奨学金の貸与月額について選択してください。

　 ｢最高月額｣は、申込時の家計収入により利用可否を判定します。

　 ｢最高月額｣の利用不可となった場合は、進学届提出時に｢最高月額以外の月額｣の中から

　 第一種奨学金の貸与月額を選択することになります。

⑧ 第一種奨学金の返還方式について選択してください。

　 (注)所得連動返還方式を希望する場合、｢保証制度｣画面で｢機関保証に加入します。｣を

　  　 選択する必要があります。

　  　 ｢保証制度｣欄については、｢1.10 ｢Ｇ-保証制度｣｣を参照してください。

⑦

⑧

画面1-20
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第1章　奨学金申込方法

＜Ｂ：第二種奨学金についての説明＞

⑨ 第二種奨学金の貸与月額について選択してください。

⑩ ②｢貸与奨学金の希望｣で選択した内容と第二種奨学金の貸与月額により、画面に

　 表示される項目が異なります。　 

　 [併用貸与が第1希望で、第二種奨学金の最高月額(12万円)を選択している場合]

　　 ②｢貸与奨学金の希望｣で｢第一種と第二種の併用貸与が第１希望です。｣を選択し、

　　 ⑨貸与月額で｢第二種奨学金の最高月額｣を選択している場合は、貸与月額が

　　 適切であるか、及び｢家庭事情情報｣欄へその月額を必要とする｢理由｣を入力する

　　 ことについての確認項目が追加され、｢送信｣ボタンが非活性になります。

　　 ｢はい｣を選択すると、⑥｢送信｣ボタンが活性になります。

　　 ｢いいえ｣を選択した場合は、申込みを行うことができません。

　　 (注) 第二種奨学金の最高月額を選択した場合は、｢家庭事情情報｣欄への

　　 　   ｢理由｣の入力が必須となります。

　　 　   ｢家庭事情情報｣欄については、｢1.12 ｢Ｉ−特記情報｣・｢Ｊ−家庭事情情報｣

　　 　   を参照してください。

　 [併用貸与が第1希望で、第二種奨学金の最高月額(12万円)を選択していない場合]

　　 ②｢貸与奨学金の希望｣で｢第一種と第二種の併用貸与が第１希望です。｣を選択し、

　　 ⑨貸与月額で｢第二種奨学金の最高月額｣を選択していない場合は、次のように

　　 表示されます。

　　 貸与月額が適切であるかどうかの確認項目のみが追加され、⑥｢送信｣ボタンが

　　 非活性になります。

　　 ｢はい｣を選択すると、⑥｢送信｣ボタンが活性になります。

　　 ｢いいえ｣を選択した場合は、申込みを行うことができません。

　 [併用貸与以外を希望している場合]

　　 ②｢貸与奨学金の希望｣で｢第一種と第二種の併用貸与が第１希望です。｣以外を

　　 選択している場合は⑩は表示されません。

⑨

⑩

画面1-21（併用貸与が第1希望で、第二種奨学金の最高月額を選択している場合）
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第1章　奨学金申込方法

1．9 ｢Ｄ− あなたの個人情報｣・｢Ｅ− あなたの在学情報｣・｢Ｆ− あなたの履歴情報｣

＜高等学校の場合＞

画面1-22

①

②

⑤

⑥

③

④
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第1章　奨学金申込方法

＜専修学校(高等課程)の場合＞

画面1-23

①

②

⑤

⑥

③

④
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第1章　奨学金申込方法

＜高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者の場合＞

画面1-24

①

②

⑤

⑥
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第1章　奨学金申込方法

＜高等専門学校の場合＞

画面1-25

①

②

⑤

⑥

③

④
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第1章　奨学金申込方法

① 現在住んでいる住所を入力してください。

ａに郵便番号を入力後、ｂ｢住所検索｣ボタンを押してください。

検索結果がｃに一覧で表示されるので、該当する住所を選択してください。

表示された住所以降の住所(番地、マンション名等)を、ｄに入力してください。

(注) 住所検索前は、ｃには｢郵便番号未入力｣のみ表示されています。

② 携帯電話の項目は持っている場合のみ入力してください。

③ ｢Ｅ－あなたの在学情報｣は全て入力必須項目ですので、必ず入力してください。

④ すでに高等学校もしくは専修学校(高等課程)を卒業している方は、

　 学年・組・出席番号の欄には、学校の指示に従って入力してください。

⑤ これまでに日本学生支援機構、あるいは日本育英会の奨学金の貸与を受けたことが

　 ある場合は、｢はい｣を選択してください。

　 ｢はい｣を選択した場合は、貸与を受けたことがあるすべての奨学生番号を

　 入力してください。

⑥ 必要な項目をすべて入力・選択後、｢送信｣ボタンを押してください。

ａ

ｃ

ｄ

ｂ

 1-24



第1章　奨学金申込方法

1．10 ｢Ｇ− 保証制度｣

(注) 高等専門学校の場合は、｢Ｇ−保証制度｣画面は表示されません。

｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で選択した｢貸与奨学金の希望｣と、｢第一種奨学金の返還方式｣

に応じて画面に表示される項目が異なります。

【単一の保証制度を選択する場合】

｢貸与奨学金の希望｣で｢第二種奨学金が第１希望です。｣を選択している場合、または

｢第一種奨学金が第１希望です。｣、｢第一種と第二種の併用貸与が第１希望です。｣の

いずれかを選択したうえで第一種奨学金の返還方式に｢定額返還方式｣を選択している場合に

表示されます。

① ｢(1)連帯保証人・保証人を選任します。｣、｢(2)機関保証に加入します。｣のうち

 　該当のものをクリックしてください。

 　(注) 第一種奨学金については、所得連動返還方式を希望する場合、

　  　  保証制度は｢機関保証に加入｣になります。

　  　  ｢(1)連帯保証人・保証人を選任します。｣は非活性となり、選択できません。

　  　  ｢(2)機関保証に加入します。｣を選択してください。

② ｢送信｣ボタンを押してください。

①

②

画面1-28(｢Ｃ-奨学金申込情報｣：第一種奨学金の返還方式)

画面1-27(｢Ｃ-奨学金申込情報｣：貸与奨学金の希望)

画面1-26
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第1章　奨学金申込方法

【第一種奨学金の保証制度と第二種奨学金の保証制度をそれぞれ選択する場合】

｢貸与奨学金の希望｣で｢第一種奨学金が第１希望です。｣、｢第一種と第二種の併用貸与が

第１希望です。｣のいずれかを選択し、第一種奨学金の返還方式に｢所得連動返還方式｣を

選択している場合に表示されます。

① ｢(1)連帯保証人・保証人を選任します。｣、｢(2)機関保証に加入します。｣のうち

 　該当のものをクリックしてください。

 　(注) 第一種奨学金については、所得連動返還方式を希望する場合、

　  　  保証制度は｢機関保証に加入｣になります。

　  　  ｢(1)連帯保証人・保証人を選任します。｣は非活性となり、選択できません。

　  　  ｢(2)機関保証に加入します。｣を選択してください。

② ｢送信｣ボタンを押してください。

①

②

①

画面1-29
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第1章　奨学金申込方法

【保証制度の選択が不要となる場合】

｢貸与奨学金の希望｣で｢希望しません。｣を選択し、給付奨学金のみを希望する場合に

表示されます。

② ｢送信｣ボタンを押してください。

②

画面1-30
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第1章　奨学金申込方法

1．11 ｢Ｈ− あなたの家族情報｣

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

画面1-31

 1-28



第1章　奨学金申込方法

① 申込者が社会的養護を必要とする人に該当する場合は｢はい｣を選択してください。

　 初期表示では、｢いいえ｣が選択されています。

　 ｢はい｣を選択した場合は、社会的養護区分の項目が活性になりますので、

　 該当のものを選択してください。

 　(注) 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、以降の②～④、及び

 　 　  ⑦～⑨は自動で情報が入力されます。

② 申込者本人を含め、家族全員の人数を正確に入力してください。

家族全員の人数 ＝ 本人 ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑧の合計人数 ＋ ⑨の合計人数

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、家族全員の人数に｢1人｣が設定されます。

　 申込者以外の家族は、③・④・⑧・⑨のいずれか一箇所に必ず入力することとなります。

　 ｢送信｣ボタンを押す前にもう一度確認してください。

③ 主として家計を支えている人の内容を入力してください。

　 ｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で給付奨学金の希望に｢希望しません。｣を選択している

　 場合は、家計支持者が住民税非課税であるかどうかの項目が非活性になります。

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、申込者本人の情報が設定されるため、

　 入力不要です。
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第1章　奨学金申込方法

④ その他に家計を支えている人がいる場合は、必ず内容を入力してください。

　 ｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で給付奨学金の希望に｢希望しません。｣を選択している

　 場合は、家計支持者が住民税非課税であるかどうかの項目が非活性になります。

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、その他に家計を支えている人はいない

　 ものとして取扱うため、入力不要です。

⑤ 給付奨学金を希望する場合は、祖父母等からの教育資金の一括贈与の受領有無について

　 選択してください。

　 ｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で給付奨学金の希望に｢希望しません。｣を選択している

　 場合は、以下のように選択肢が非活性で表示されます。

⑥ 給付奨学金を希望する場合は、申込者と家計支持者の資産の合計額について選択して

　 ください。

　 家計を支えている人が生活保護を受けている場合は、資産の申告が不要なため、

　 以下のように選択肢が｢はい｣で選択済で表示されます。

　 ｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で給付奨学金の希望に｢希望しません。｣を選択している

　 場合は、以下のように選択肢が非活性で表示されます。

 1-30



第1章　奨学金申込方法

⑦ 申込者本人を含め、学校に在学している人および小学校入学前の弟妹の人数を

　 正確に入力してください。

学校に在学している人および小学校入学前の弟妹の人数 ＝ 本人 ＋ ⑧の合計人数

 　(注) 高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者の場合は、

 　 　  申込者本人を除いた人数を入力してください。

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、学校に在学している人および

　 小学校入学前の弟妹の人数に｢1人｣が設定されます。

　 (注) 申込者が社会的養護を必要とする人で、高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・

　  　  大学入学資格検定合格者の場合は、｢0人｣が設定されます。

⑧ 申込者以外に学校に在学している人および小学校入学前の弟妹を入力してください。

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、非活性で表示されますので入力不要です。

⑨ 家計支持者・就学者・小学校入学前の弟妹以外の家族を入力してください。

　 申込者が社会的養護を必要とする人の場合は、非活性で表示されますので入力不要です。

⑩ 入力内容を確認し、｢送信｣ボタンを押してください。
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第1章　奨学金申込方法

1．12 ｢Ｉ− 特記情報｣・｢J− 家庭事情情報｣

①

②

③

④

画面1-32
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第1章　奨学金申込方法

① ｢Ｉ-特記情報｣の1～6について、該当項目がない場合は｢いいえ｣を選択してください。

　 給付奨学金のみを希望する場合で、｢Ｈ−あなたの家族情報｣画面1-31で申込者本人が

　 ｢社会的養護を必要とする人である｣を選択している場合、又は家計を支えている人が

　 生活保護を受けている場合は、非活性で表示されます。

② 災害・震災に被災したことがある人で、被災した災害・震災が選択肢の中に

　 含まれている場合は、必ず、該当のものを選択してください。

③ ｢Ｊ-家庭事情情報｣は全角200文字以内で入力してください。

　 (注) 数字、句読点を入力する場合も全角で入力してください。

　 ｢Ｃ−奨学金申込情報｣画面1-18で貸与奨学金の希望に｢第一種奨学金と第二種奨学金の

　 併用貸与が第１希望です。｣を選択し、貸与月額で｢第二種奨学金の最高月額｣を選択

　 している場合は、次のように表示されます。

　 第二種奨学金の最高月額を必要とする理由を入力してください。

④ ｢送信｣ボタンを押してください。
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第1章　奨学金申込方法

1．13 ｢Ｋ− 奨学金振込口座情報｣

① 金融機関に奨学金の振込口座とする申込者本人名義の口座を開設している場合は、

　 ｢はい｣を選択してください。

　 口座を開設していない場合は、｢いいえ｣を選択し、｢送信｣ボタンを押してください。

   入力した内容を確認するための｢奨学金振込口座情報確認｣画面1-36が表示されます。

② ①で｢はい｣を選択した場合は、金融機関の選択欄が活性化します。

　 金融機関を選択すると、画面の表示項目が切り替わります。

画面1-33

①

②
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第1章　奨学金申込方法

【銀行等を選択した場合】

① 金融機関についてそれぞれのリストボックスから該当の項目を選択してください。

(注) 金融機関名、支店名の次に｢金融機関コード｣、｢支店コード｣が表示されます。

② 口座番号を半角数字で正確に入力してください。

　 入力欄を見ながら確認用欄へ入力できないよう、｢●｣で変換されて表示されます。

　 確認のため、再度同じ口座番号を入力してください。

③ 口座名義人は本人に限ります。口座名義人のカナ氏名を入力してください。

④ 入力内容を、もう一度良く確認して｢送信｣ボタンを押してください。

   入力した内容を確認するための｢奨学金振込口座情報確認｣画面1-37が表示されます。

画面1-34

①

②

③

④

(1)金融機関名の
読みの先頭
1文字
リストボックス

(2)金融機関名
リストボックス

(3)支店名の読みの
先頭1文字
リストボックス

(4)支店名
リストボックス
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第1章　奨学金申込方法

【ゆうちょ銀行を選択した場合】

① 口座の記号-番号を半角数字で正確に入力してください。

　 入力欄を見ながら確認用欄へ入力できないよう、｢●｣で変換されて表示されます。

　 確認のため、再度同じ記号-番号を入力してください。

② 口座名義人は本人に限ります。

   口座名義人のカナ氏名を入力してください。

③ 入力内容を、もう一度良く確認して｢送信｣ボタンを押してください。

   入力した内容を確認するための｢奨学金振込口座情報確認｣画面1-38が表示されます。

＜奨学金振込口座情報確認＞

【口座未開設を選択した場合】

①

②

③

画面1-35

画面1-36
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第1章　奨学金申込方法

【銀行等を選択した場合】

【ゆうちょ銀行を選択した場合】

｢奨学金振込口座情報｣画面1-33～画面1-35で入力した内容を確認するための画面が

表示されます。

内容をよく確認し、誤りがなければ｢はい｣を選択し、｢送信｣ボタンを押してください。

内容を訂正する場合は、｢いいえ｣を選択して｢送信｣ボタンを押してください。

｢奨学金振込口座情報｣画面1-33、画面1-34、画面1-35に戻り、訂正することができます。

画面1-37

画面1-38
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第1章　奨学金申込方法

＜補足説明＞

奨学金振込口座の名義人は本人に限りますので、｢誓約欄｣画面1-16で入力した

カナ氏名と一致しない場合は申込みが行えません。

口座名義人が相違している場合は、　　 ボタンでブラウザを一度閉じ、本人名義の

口座を開設して申込みをし直してください。

画面1-39
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第1章　奨学金申込方法

1．14 ｢申込入力項目の確認｣

画面1-40-a

①

①

①

①
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第1章　奨学金申込方法

｢申込情報一覧｣画面は全7ページ(高等専門学校の場合は全6ページ)の申込入力項目の

内容を確認するための画面です。

申込項目の内容を訂正する場合には、①それぞれの「…訂正する」ボタンを押し、

各申込画面のページに戻り訂正してください。

確認・訂正終了後、②｢送信｣ボタンを押してください。

画面1-40-b

①

①

①

②

 1-40



第1章　奨学金申込方法

＜入力項目のエラー表示＞

画面1-41

エラー項目の文字は赤色にかわります。 エラー項目を訂正するボタンは赤色にかわります。

送信ボタンは非活性にかわります。

エラー項目内容の表示
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第1章　奨学金申込方法

｢申込情報一覧｣画面の｢送信｣ボタンを押した際に、チェック処理を行います。

その結果、エラーメッセージが表示される場合があります。

エラー項目内容を確認のうえ、｢…訂正する｣ボタンを押し、申込項目を訂正してください。

画面1-41は、給付奨学金の選考基準である資産額に関する入力内容から、給付奨学金の

申込資格を満たさないと判定された場合に表示されるエラーメッセージです。

資産額に関する入力内容に誤りがない場合は、｢Ｃ－奨学金申込情報の内容を訂正する｣

ボタンを押し、給付奨学金の申込の希望を訂正してください。

＜エラーメッセージ＞

以下のエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを参考に訂正してください。

① 第一種奨学金返還方式を｢定額返還方式｣から｢所得連動返還方式｣に変更したが、

　 第一種奨学金の保証制度として｢(1)連帯保証人・保証人を選任します。｣が変更されずに

　 選択されている場合に表示されます。

② 給付奨学金の申込について｢希望しない｣から｢希望する｣に変更したが、

　 家計支持者の住民税非課税、教育資金の一括贈与、家計支持者の資産額の合計が

　 入力されていない場合に表示されます。
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第1章　奨学金申込方法

＜補足説明＞

｢申込情報一覧｣画面でエラーメッセージが表示された後、｢…訂正する｣ボタンを押し、

各画面から申込項目を訂正した場合、｢申込情報一覧｣画面の表示内容が

以下のように変わります。

エラーメッセージ　････････････ 訂正の有無にかかわらず表示されなくなります

エラー項目の文字色　･･････････ 訂正された項目のみ正常処理時の色(黒字)に戻ります

エラー項目を訂正するボタン　･･ 訂正された項目の｢…訂正する｣ボタンのみ

正常処理時の色(灰色)に戻ります

｢送信｣ボタン　････････････････ 訂正の有無にかかわらず活性化します

確認・訂正後、｢送信｣ボタンを押してください。

再度チェック処理を行います。

画面1-42
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第1章　奨学金申込方法

1．15 ｢申込情報一覧印刷と受付番号｣

画面1-43
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第1章　奨学金申込方法

① 受付番号が表示されると申込みは正常に完了しています。

　 受付番号は申込者を特定するための大切な番号です。

　 必ずメモしてください。

　 受付番号は次のように構成されています。

② ｢印刷｣ボタンを押すとA4用紙に縦に印刷することができます。

　 入力内容により、印刷用紙の枚数は2〜3枚になります。

③ 印刷終了後、｢終了｣ボタンを押してください。

(注) ｢終了｣ボタンを押して画面が閉じた後は、この画面に戻って

　　 ｢奨学金申込情報一覧｣の印刷を行うことはできません。

①

②

③

1 9 9 9 9 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 1

学校番号 学校区分コード 受付通し番号

採用種別 予約採用：1

学種

高等学校、中等教育学校、特別支援学校：00

高等学校卒業程度認定試験の合格(見込)者・大学入学資格検定合格者：00
専修学校(高等課程)：07
高等専門学校：01
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第1章　奨学金申込方法

1．16 申込画面の終了

画面1-44のメッセージが表示され、画面1-45のトップページに戻りますので、

右上の   　 ボタンで終了してください。

画面1-44のメッセージがすぐに終了しない場合は、画面右上の   　 ボタンで

画面を閉じてください。

画面1-45

画面1-44
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第1章　奨学金申込方法

1．17 その他のメッセージ

申込中に一つの画面で30分以上経過した場合に表示されます。

申込中にサーバが更新処理を開始した場合等に表示されます。

(注) 深夜1時以降の数時間は、データ更新処理のため申込画面は閉じられます。

画面1-47

画面1-46
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第1章　奨学金申込方法

申込受付期間外に申込を行おうとした場合に表示されます。

画面1-48
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